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町田市手数料条例の一部を改正する条例 

町田市手数料条例（平成１２年１月町田市条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

 

 

 



改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 金額 

略 略 

４１の２ 建築基準法第４

８条第１６項第１号（同法

第８８条第２項において

準用する場合を含む。）の

規定に基づく用途地域に

おける増築、改築又は移転

の特例許可申請手数料 

１件につき ８７，０００円 

 

４１の３ 建築基準法第４

８条第１６項第２号（同法

第８８条第２項において

準用する場合を含む。）の

規定に基づく用途地域に

おける建築の特例許可申

請手数料 

１件につき ９２，０００円 

略 略 

１１４ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関す

る法律第３６条第１項の

規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能基準に適

１件につき 次のア及びイに掲げる場

合の区分に応じ、次に掲げる額 

ア 性能基準（省令第１条第１項第２

号イ（１）（ⅰ）及び同号ロ（１）に

定める基準をいう。）による場合 

名称 金額 

略 略 

４１の２ 建築基準法第４

８条第１６項第１号の規

定に基づく用途地域にお

ける増築、改築又は移転

の特例許可申請手数料 

 

 

１件につき ８７，０００円 

４１の３ 建築基準法第４

８条第１６項第２号の規

定に基づく用途地域にお

ける建築の特例許可申請

手数料 

 

 

１件につき ９２，０００円 

略 略 

１１４ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関す

る法律第３６条第１項の

規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能基準に適

１件につき 次のア及びイに掲げる場

合の区分に応じ、次に掲げる額 

ア 性能基準（省令第１条第１項第２

号イ（１）及び同号ロ（１）に定める

基準をいう。）による場合 当該住



合している旨の認定申請

手数料（適合性が確認され

ている場合以外の場合に

おいて、当該建築物が一戸

建て住宅であるとき。） 

  

当該住宅の床面積の合計に応じ、次

に掲げる額 

（１）・（２）略 

イ モデル住宅法（省令第１条第１項

第２号イ（２）（ⅰ）及び同号ロ（２）

に定める基準をいう。）による場合

 当該住宅の床面積の合計に応じ、

次に掲げる額 

（１）２００平方メートル未満のもの 

 １７，７００円 

（２）２００平方メートル以上のもの 

 １９，１００円 

ウ 仕様基準（省令第１条第１項第２

号イ（３）及び同号ロ（３）に定める

基準をいう。１１５の項及び備考に

おいて同じ。）による場合 当該住

宅の床面積の合計に応じ、次に掲げ

る額 

（１）・（２）略 

  １１５ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関す

る法律第３６条第１項の

規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能基準に適

合している旨の認定申請

手数料（適合性が確認され

１件につき 次のアからエまでに掲げ

る場合の区分に応じ、次に掲げる額 

ア 住宅部分について性能基準（省令

第１条第１項第２号イ（１）（ⅰ）若

しくは（ⅱ）及び同号ロ（１）又は同

項第３号に定める基準をいう。備考

において同じ。）による場合 当該

合している旨の認定申請

手数料（適合性が確認さ

れている場合以外の場合

において、当該建築物が

一戸建て住宅であると

き。） 

宅の床面積の合計に応じ、次に掲げ

る額 

（１）・（２）略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 仕様基準（省令第１条第１項第２

号イ（２）及び同号ロ（２）に定める

基準をいう。１１５の項において同

じ。）による場合 当該住宅の床面

積の合計に応じ、次に掲げる額 

 

（１）・（２）略 

  １１５ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関す

る法律第３６条第１項の

規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能基準に適

合している旨の認定申請

手数料（適合性が確認さ

１件につき 次のアからエまでに掲げ

る場合の区分に応じ、次に掲げる額 

ア 住宅部分について性能基準（省令

第１条第１項第２号イ（１）及び同

号ロ（１）又は同項第３号に定める

基準をいう。）による場合 当該部

分の床面積の合計に応じ、次に掲げ



ている場合以外の場合に

おいて、当該建築物が一戸

建て住宅以外のものであ

るとき。） 

  

部分の床面積の合計に応じ、次に掲

げる額 

（１）～（４）略 

イ 住宅部分についてフロア入力法

（省令第１条第１項第２号イ（２）

（ⅱ）及び同号ロ（２）に定める基準

をいう。備考において同じ。）による

場合 当該住宅の床面積の合計に応

じ、次に掲げる額 

（１）３００平方メートル未満のもの 

 ３３，１００円 

（２）３００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの ５

８，０００円 

（３）２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの 

１０４，０００円 

（４）５，０００平方メートル以上の

もの １５７，０００円 

ウ 略 

エ 略 

オ 略 

略 略 
 

れている場合以外の場合

において、当該建築物が

一戸建て住宅以外のもの

であるとき。） 

る額 

 

（１）～（４）略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 略 

ウ 略 

エ 略 

略 略 
 

備考 備考 

１ ９２の項から１０３の項までに掲げる低炭素建築物新築等計画

認定申請手数料又は低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

１ ９２の項から１０３の項までに掲げる低炭素建築物新築等計画

認定申請手数料又は低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料



について、共同住宅等の一の建築物の申請の場合における手数料の

額は、住戸の部分の額に共用廊下等の部分及び非住宅の部分の額を

加算した額とする。ただし、共用廊下等の部分若しくは非住宅の部

分が存在しない場合又は共用廊下等を除く場合は、当該部分の額は

加算しない。 

について、共同住宅等の一の建築物の申請の場合における手数料の

額は、住戸の部分の額に共用廊下等の部分及び非住宅の部分の額を

加算した額とする。ただし、共用廊下等の部分又は非住宅の部分が

存在しない場合は、当該部分の額は加算しない。 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律第２９条第３項各号に掲げる事項が記載

されている場合の他の建築物（同項に規定する他の建築物をいう。

以下同じ。）における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該

他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様

の評価の方法により行う場合の手数料の額は、１０３の２の項の規

定により算出した額とする。 

 

６ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律第２９条第３項各号に掲げる事項が記載

されている場合の当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更

に係る他の建築物における建築物エネルギー消費性能確保計画の

変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、

当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築

物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の

方法により行った場合の手数料の額は、１０３の４の項の規定によ

り算出した額とする。 

 

７ 略 ５ 略 

８ 略 ６ 略 

９ 略 ７ 略 



１０ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律第２９条第３項各号に掲げる事項が記

載されている場合の１０４の項から１０７の項までに掲げる建築

物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、申請建築物

（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第２９条第３

項に規定する申請建築物をいう。）の部分に係る額及び他の建築物

の部分に係る額を合算した額とする。 

 

１１ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律第２９条第３項各号に掲げる事項が記

載されている場合の１０８の項から１１１の項までに掲げる建築

物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、当該建

築物エネルギー消費性能向上計画の変更を行う建築物の部分に係

る額を合算した額とする。ただし、当該変更において、他の建築物

として建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第２９条

第３項各号に掲げる事項を新たに記載する場合の当該他の建築物

の部分に係る額は、１０４の項から１０７の項までの規定により算

出した額とする。 

 

１２ １０４の項から１１１の項までに掲げる建築物エネルギー消

費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向

上計画変更認定申請手数料（以下「向上計画認定申請手数料等」と

いう。）について、一の建築物の申請の場合における手数料の額は、

住宅部分の額及び非住宅部分の額を合算した額とする。ただし、住

宅部分又は非住宅部分が存在しない場合は、当該部分の額は合算し

ない。 

８ １０４の項から１１１の項までに掲げる建築物エネルギー消費

性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上

計画変更認定申請手数料（以下「認定申請手数料等」という。）に

ついて、一の建築物の申請の場合における手数料の額は、住宅部分

の額及び非住宅部分の額を合算した額とする。ただし、住宅部分又

は非住宅部分が存在しない場合は、当該部分の額は合算しない。 

１３ 向上計画認定申請手数料等について、同一の建築物において住

戸ごとの申請と一の建築物の申請を同時に行う場合における手数

料の額は、一の建築物の申請の場合により算出した額とする。 

９ 認定申請手数料等について、同一の建築物において住戸ごとの申

請と一の建築物の申請を同時に行う場合における手数料の額は、一

の建築物の申請の場合により算出した額とする。 



１４ 向上計画認定申請手数料等について、住宅部分及び非住宅部分

を有する建築物の非住宅部分のみを申請する場合における手数料

の額は、当該非住宅部分の床面積の合計を一の建築物の申請の場合

における非住宅部分の床面積の合計とみなして算出した額とする。 

１０ 認定申請手数料等について、住宅部分及び非住宅部分を有する

建築物の非住宅部分のみを申請する場合における手数料の額は、当

該非住宅部分の床面積の合計を一の建築物の申請の場合における

非住宅部分の床面積の合計とみなして算出した額とする。 

１５ 向上計画認定申請手数料等又は１１５の項に掲げる建築物エ

ネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料（性能基

準又はフロア入力法による場合に限る。）について、共同住宅の一

の建築物の申請の場合の手数料の額は、住戸部分の額に共用部分の

額を加算した額とする。ただし、共用部分が存在しない場合又は共

用部分を除く場合は、当該共用部分の額は加算しない。 

 

１６ １１５の項に掲げる建築物エネルギー消費性能基準に適合し

ている旨の認定申請手数料（仕様基準による場合に限る。）につい

て、共同住宅の一の建築物の申請の場合の手数料の額は、共用部分

の額を加算しないものとする。 

 

１７ 略 １１ 略 

１８ 略 １２ 略 

１９ 略 １３ 略 

 

 



附 則 

この条例は、令和２年７月１日から施行する。 

 


